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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
用水路の途中の適当な長さの部分を選んで水路の底を低くした部分（１）を設け、その上
流と下流の用水路の普通の位置の水路底を有する部分（２），（３）をも含む区間を定め
て、水路幅を２分割する１連の導流壁（４）を設置する。
この導流壁（４）の上流端に各分割された用水路を開閉する２門の制水ゲート（５），（
６）を設け、同時に、下流端にも各分割された用水路を開閉する２門の制水ゲート（７）
，（８）を設ける。
さらに水路底を低くした用水路の中間において分割した各水路の水路側壁と導流壁（４）
の天端から普通の水路底の位置に至る下り壁（９），（１０）を設けると同時に、下り壁
（９），（１０）より下流側の水路の底を低くした部分の全体において、普通の水路底の
位置に水平のスクリーン（１１），（１２）を設ける。
加えて、各分割した水路において、下り壁（９），（１０）の上流側の水路の底を低くし
た部分（１）の側壁に設けた排水口を開閉する排水ゲート（１３），（１４）を各１門設
置する。
用水路を流下する水は、水路の底を低くした部分（１）に至ると、下り壁（９），（１０
）によって下方に押し下げられ下り壁（９），（１０）の下流に至ると、普通の水路底の
位置に設けた水平のスクリーン（１１），（１２）を通過して浮上して下流側の用水路の
普通の位置の水路底を有する部分（３）に流下する。
流下する水の水面に浮いて流れてきた塵芥は下り壁（９），（１０）の上流面に滞留し、
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流下する水に混じって流れてきた塵芥は水平スクリーン（１１），（１２）の下面に捕捉
される。
したがって、２分割された用水路の一方においては上流ならびに下流の制水ゲート（５）
と（７）または（６）と（８）のどちらかを全開に保持すると同時に、同一の、２分割さ
れた用水路の排水ゲート（１３）または（１４）を全閉に保持した状態で、２分割された
用水路の他方において、上流ならびに下流の制水ゲート（６）と（８）あるいは（５）と
（７）を全開から全閉に移行した後に排水ゲート（１４）または（１３）を全閉から全開
に移行すれば、上流ならびに下流の制水ゲート（６）と（８）または（５）と（７）に囲
まれた、その用水路の２分割された部分に捕捉された水が、下り壁（１０）あるいは（９
）の前面に滞留した浮いた塵芥ならびに水平のスクリーン（１２）あるいは（１１）の下
面に捕捉された塵芥と一緒に排水ゲート（１４）または（１３）から用水路の外に放出さ
れる。放出が終ったら全開とした排水ゲート（１４）または（１３）を閉じ、次に全閉と
した上下流の制水ゲート（６）と（８）または（５）と（７）を開けば最初の状態に戻る
ことができる。
この時、２分割された用水路の一方においては、上流と下流の制水ゲート（５）と（７）
または（６）と（８）のどちらかを全開に保持し、同一の、２分割された用水路の排水ゲ
ート（１３）または（１４）を全閉にしてあるから、この部分を流下する水により、用水
路を下流に流れる水が途切れることがない。また上流の制水ゲート（６）または（５）に
堰き止められた流水が溢れることもない。
このように、水路幅を２分割した水路の一方と他方を除塵と通水に交互に使用して、流水
に混入した塵芥を用水路の外に排出するようにしたことを特徴とする用水路の除塵装置。
【請求項２】
請求項１の用水路の除塵装置において、
２門の上流の制水ゲートの下流側において、用水路の方向を下り壁手前で９０°水平に曲
げた構造としたことを特徴とする用水路の除塵装置。
【請求項３】
請求項１または２の用水路の除塵装置において、下流の制水ゲート位置の上部に設けた回
転軸から下流側に向けて斜め下方に突き出した扉体と、扉体と反対方向に突き出して全体
としての重心が回転軸中心付近に有るよう調整する重りとを設けた逆流防止用フラップゲ
ートを採用して、用水路の下流方向への水流を妨げることが少なく、塵芥の排出操作時に
は、用水路の下流方向から排水口に逆流する水流を妨げるよう構成したことを特徴とする
用水路の除塵装置。
【請求項４】
請求項１ないし３のいずれかの用水路の除塵装置において、排水ゲートの下流に広い排水
用網面を有する充分に大きい容積の塵芥捕集箱を置いて塵芥を再び捕捉し、適宜塵芥捕集
箱をクレーンで引き上げて、分別、焼却等の処理、処分を行うようにしたことを特徴とす
る用水路の除塵装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は農業用水や水力発電所用水等のために設備する用水路において、流水と一緒に
流入した塵芥を流水から分離して用水路の外に排出するために使用される用水路の除塵装
置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
用水を河川から取水するときに流水と一緒に用水路に流入する塵芥は水の利用上邪魔とな
るので、様々な工夫と努力によってその排除を行ってきた。
その方法の最も基本的なものでは用水路に棒鋼を斜めに立て並べたスクリーンで流下する
塵芥を捕捉し人力により熊手で掻き上げていたのである。
しかし設備の大形化等により、除塵作業の機械化の要請が強くなり、様々な除塵装置が工
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夫され開発されて、使用されてきた。
【特許文献１】特にありません
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
ところで、流水中に混入した塵芥を捕捉して水から分離する機械設備は、様々な大きさ、
形状、材質の塵芥に対応して水中で運転するため、大規模となり高価なものとなる。
また用水路には休むことなく水が流入し、それに伴って塵芥も次々に流れてくるので除塵
装置は運転回数が多く、損耗が激しいので、維持と修繕に多額の出費が必要となる。
【０００４】
また用水路から引き上げた塵芥の処分も多くの労力と費用が必要である。近年、流水中に
混入する塵芥の量が増加する傾向にあるため、用水路の管理者にとって解決を求めたい重
要事項の１つが、この塵芥の処分である。
【０００５】
そこで近年は、河川から用水を取水するに際して塵芥を分離し、用水路に入れずに河川に
戻してしまう工夫も行われるようになり、取水口前面に水平横スクリーンを取付け自然に
流下するようにしたものや放水ゲートから塵芥を流下させつつ取水する取水設備の開発等
、様々な工夫がなされるようになったが、その効果は不充分で改良が求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
そこでこの発明の用水路の除塵装置では、用水路の途中に設備したスクリーンとゲート設
備を効果的に配置し、少量の水を使用して塵芥を河川に戻すことにした。
【０００７】
すなわち、用水路の途中に水路底を低くした水深の深い箇所を作り、その中間に下り壁を
設置して、下り壁の上流で上から下に降下した水流が、下り壁の下流で再び上昇して通常
の流れに戻る位置に水平のスクリーンを設備して流水に混入した塵芥を捕捉する。
そして水平のスクリーンの下方に設けた排水ゲートを開くと、用水路の内にある水が排水
ゲートから流出するので、水平のスクリーンの下側に捕捉された塵芥が、水と一緒に用水
路の外に排出されるのである。
この時、水平のスクリーンの下側に捕捉された塵芥を流すためには、水平のスクリーンよ
り下流側にある水が逆流すれば、水平のスクリーンを上部から洗う状態となり除塵の効果
が良い。
【０００８】
また水面に浮いて流れてきた塵芥が下り壁の上流側に滞留したものを流すためには、下り
壁の上流側にある水が勢いよく流下すれば除塵の効果が良い。
さらに、排水口が塵芥の大きさに応じて適度に大きいことが必要である。また排水ゲート
を開いたときに流出する水量は適度の有限である方が、除塵は短時間で効率よく実行され
ることも経験上知られている。
そこで、用水路の途中の水路底を低くして水深を深くした区間に隣接した用水路の上流側
と下流側の普通の断面の位置を選んで制水ゲートを設備し、排水ゲートを開く前にこの上
流と下流の制水ゲートを閉じておくと塵芥の排出に必要な時間が短縮され、水の損失量も
少なくて効率良く除塵を実行することができるのである。
そして排水ゲートから水と一緒に放出された塵芥はそのまま河川に戻るから用水路の管理
者は流水から捕捉し引き上げた塵芥の処分の業務から開放されるのである。
【０００９】
このように用水路の途中の水深を深くした所に設けた下り壁と水平スクリーンと排水ゲー
ト、ならびに上流と下流に設置した制水ゲートによって構成した用水路の除塵装置は、従
来の除塵装置のように数多くの精密な機械部品で構成されず、制水ゲートと排水ゲートは
一般的に使用されるゲート設備であるから価格も安く、耐久性にも優れている。加えて排
水ゲートは用水路の所々に設備する排砂ゲートを兼用することができ、制水ゲートも管理
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上用水路の所々に設備する制水ゲートとしての兼用も可能であるから、この除塵装置は非
常に建設費の負担の小さい設備であり、運転による損耗も少ないので、維持管理における
経済性にも優れている。
【００１０】
以上のように、この発明の用水路の除塵装置は優れた特徴を有するのであるが、根本的な
問題点を抱えている。それは、除塵操作を実行する度に上下流の用水路の水位が著しく変
動することである。
すなわち、除塵操作をするために制水ゲートを閉じて用水路を閉塞し排水ゲートを開いて
一部とはいえ用水路内の水を放出するので、用水路下流側の水位が著しく低下し、上流側
では水位が上昇するので、安全のために余水用の越流堰が必要となる場合もある。
したがって、水力発電所の用水路では発電所の発電出力が低下変動する不具合が発生する
し、農業用水路では下流の配水池の水位が低下して管路に空気が混入する不具合が発生す
る心配がある。
【００１１】
そこでこの発明の用水路の除塵装置においては、除塵装置を設ける位置では、用水路の幅
を２またはｎに等分割する導流壁を設けて、除塵操作を１／２または１／ｎの用水路幅に
おいて実行し、残りの１／２または（ｎ－１）／ｎの用水路は通常通り通水を継続するこ
とにしたのである。
【発明の効果】
【００１２】
このようにすれば、除塵操作によって上流または下流の水位が著しく変動することは回避
できる。
もちろん、用水路の幅を４または５に等分割することは可能であり、ｎを大きくすれば水
位の変動を穏やかにする効果はそれなりに向上するが、設備費が上昇し、管理も複雑とな
り、ｎを４以上とすることは特別大型の場合のほかでは推奨しない。
また用水路の幅を２に等分割する場合においても用水路の幅を除塵装置の部分において拡
大することが可能であれば水位変動を穏やかにする効果は充分に得られるのである。
請求項１の形式の除塵装置は用水路が水路橋となって河川上を横断する場合のように排水
ゲートを用水路の左右両側の側壁に設備して塵芥を混入した水を放出することが可能な場
合に利用すれば好都合である。
また請求項２の形式の除塵装置は用水路の左または右の片側の側壁に排水ゲートを設備す
るのが好ましい場合に利用できる。
請求項４または請求項５の形式の除塵装置は下流の制水ゲートを経済的な形式としたもの
で、さらに経済性を追求した除塵装置である。
請求項６の形式の除塵装置は、塵芥を河川に放出することが許容されない場合に利用でき
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
以下、この発明に係る用水路の除塵装置の実施の形態を、図面に基いて詳細に説明する。
図１ないし図５はこの発明の用水路の除塵装置の１実施例を示すものであり、図１はこの
実施例の用水路の除塵装置の平面図、図２はその断面図でともに通常の通水状態を示し、
図３はその断面図で上流と下流の制水ゲートを閉じて除塵操作を開始した状態を示し、図
４はその断面図でさらに進んで排水ゲートを開き、水と一緒に塵芥を放出した状態を示し
、図５は右岸側の分割された用水路が除塵された状態の平面図を示す。
【００１４】
図１、図２、図３および図４において、用水路の途中の適当な長さの部分を選んで水路の
底を低くした部分１を設け、その上流の普通の位置の水路底を有する若干長の部分２と、
その下流の普通の位置の水路底を有する若干長の部分３を含む区間を定めて水路幅を２分
割する１連の導流壁４を設置する。
この導流壁４の上流端において導流壁４の右側の分割された用水路を開閉する制水ゲート
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５、ならびに導流壁４の左側の分割された用水路を開閉する制水ゲート６を設置する。
また、導流壁４の下流端においても、導流壁４の右側の分割された用水路を開閉する制水
ゲート７、ならびに導流壁４の左側の分割された用水路を開閉する制水ゲート８を設置す
る。
さらに用水路の水路の底を低くした部分１の長さの中間において、導流壁４の右側の分割
された水路の下り壁９と、導流壁４の左側の分割された水路の下り壁１０を、水路の側壁
と導流壁４の天端から普通の水路底の高さまでの部分において水流を妨げるように設置す
る。
また水路の底を低くした部分１の下り壁９ならびに１０の下流側に位置する部分全体を覆
うように、普通の水路底の高さの水平スクリーン１１ならびに１２を設ける。
【００１５】
加えて、用水路の水路の底を低くした部分１の下り壁９または１０の上流側を選んで、導
流壁４の右側の分割された水路においては、用水路の右岸の側壁の下端に設けた排水口を
開閉する排水ゲート１３を設け、導流壁４の左側の分割された水路においては、用水路の
左岸の側壁の下端に設けた排水口を開閉する排水ゲート１４を設ける。
このように構成した上で、制水ゲート５，６，７，８を全開し、排水ゲート１３，１４を
全閉して用水路に水を流せば、水流は用水路の幅を分割した導流壁４によって右と左に分
割されて除塵装置の区間に流入する。その後、制水ゲート５ならびに６を通過して後に水
路の底を低くした部分１に流入し、下り壁９ならびに１０によって下方に押し下げられ下
り壁９ならびに１０下を潜る。
その下流では、水路の底を低くした部分１が終了するので水流は上方に押し上げられて水
平スクリーン１１ならびに１２のスクリーンのバーの間を通過して、普通の水路底の高さ
の部分に至り、制水ゲート７ならびに８を通過して導流壁４の下流端において合流する。
【００１６】
この流れの過程において、流下する水の水面に浮いて流れてきた塵芥１５は下り壁９なら
びに１０の上流面に滞留し、流下する水に混じって流れてきた塵芥１６は水平スクリーン
１１ならびに１２の下面に捕捉される。
この状態を示す平面図が図１であり、断面図が図２である。この時の断面図の状態は導流
壁４の右側においても左側においても同一であるが、図２においては導流壁４の右側の分
割された用水路であるとして符号が付してある。
【００１７】
この状態において除塵操作を行うとすれば以下のようになる。例えば、導流壁４の右側の
分割された用水路において除塵操作を行うことにする。
第１に上流の制水ゲート５と下流の制水ゲート７を全閉にする。この状態の右側の分割さ
れた用水路の断面図が図３である。
図３の状態では、右側の分割された用水路の、上流の制水ゲート５、下流の制水ゲート７
ならびに導流壁４に囲まれた部分は閉塞状態であり、水の流れは停止している。
【００１８】
一方、左岸の分割された用水路は、図２の状態であるから水の流下が可能である。しかし
、有効な水路幅が半減したことにより損失水頭が大きくなり、制水ゲート５の上流では若
干水位が上昇し、制水ゲート７の下流では若干水位が降下している。
そこで、図３の状態になったら直ちに、排水ゲート１３を全開して囲まれた部分の水を放
出すれば、塵芥１５ならびに１６は水と一緒に排水ゲート１３から用水路の外に放出され
る。この時流出する水の量は制水ゲート５と制水ゲート７囲まれた部分に存在したものに
限定されるので短時間に流出が完了すると同時に、用水路の上流側と下流側の水位は損失
しないので下流の水位低下など利水上の障害が軽減される。
塵芥１５ならびに１６を含んだ水の排出が終了したら直ちに排水ゲート１３を閉じ、制水
ゲート５と７を全開する。
その結果用水路の流れは図２の状態に回復する。この状態を示す平面図が図５であり、導
流壁４の右側の分割された用水路からは塵芥１５ならびに１６が消失している。
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【００１９】
以上説明したのは右岸側の分割された用水路の除塵操作であるが、左岸側の分割された用
水路の除塵操作も同じ手順で実施することができる。
このようにしてこの実施例においては、用水路の下流の水位低下など利水上の障害を軽微
にしつつ、流水に混入した塵芥を用水路の外に少量の水と一緒に放出することができる。
この実施例においては排水ゲートを用水路の両側の側壁に設備するので、例えば、用水路
が水路橋となって渓流の上を越える場所などに設置すると好適である。
【００２０】
図６ないし図１０はこの発明の用水路の除塵装置の他の実施例を示すものであり、図６は
この実施例の用水路の除塵装置の平面図、図７は右岸側の分割された用水路の断面図でと
もに普通の通水状態を示し、図８は中央の分割された用水路の断面図で除塵操作を開始し
た状態を示し、図９は左岸側の分割された用水路の断面図で排水ゲートを開き、水と一緒
に塵芥を放出した状態を示し、図１０は左岸側の分割された用水路の除塵操作が終了し、
普通の通水状態に復帰した状態の平面図である。
【００２１】
図６、図７、図８、図９および図１０において、用水路の途中の用水路が左に９０°折曲
った部分を選んで水路の底を低くした部分１を設け、その上流の普通の位置の水路底を有
する若干長の部分２と、その下流の普通の位置の水路底を有する若干長の部分３を含む区
間を定めて除塵装置の区間とし、導流壁を設置して水路幅を３分割すると同時に、適当箇
所に暗渠を設けて分割した用水路の左右の関係が逆転するようにする。
【００２２】
すなわち、用水路が左に折曲る手前において、導流壁２１，２２を設けて用水路の幅を３
分割し、右側の分割された用水路の入口に制水ゲート２４を設置し、中央の分割された用
水路の入口に制水ゲート２５を設置し、左側の分割された用水路の入口に制水ゲート２６
を設置する。
その内、右側の分割された用水路にあっては、制水ゲート２４の下流の普通の位置の水路
底を有する部分２の長さは短く、直ちに水路底を低くした部分１となる。この水路底を低
くした部分１の右側には低い水路底からの排水ゲート３６があり、左側には導流壁２０の
右側面の下り壁面３０の下に低い水路底から左の方向に進む暗渠３９の入口がある。この
暗渠３９は中央の分割された用水路と左側の分割された用水路の下を潜った後に水平スク
リーン３３の下に達している。そして、水平スクリーン３３より下流側では、普通の位置
の水路底を有する部分３に用水路の上部に設置して扉体重心位置を下げた逆流防止用フラ
ップゲート２７が下流側の制水ゲートとして設置され、その下流側で導流壁２２が終了し
、用水路の分割部分が終了する。
この分割された用水路は、上流では右岸側壁と導流壁２０に挟まれて用水路の右側に位置
しているが、下流では、導流壁２２と左岸側壁に挟まれて用水路の左側に位置している。
また、中央の分割された用水路にあっては制水ゲート２５の下流の普通の位置の水路底を
有する部分２は暗渠３９の上を越えるため若干長くなり、その後に水路底を低くした部分
１となる。
【００２３】
この水路底を低くした部分１の右側には低い水路底からの排水ゲート３７があり、左側に
は導流壁２１の右側面の下り壁面３１の下に、低い水路底から左の方向に進む暗渠４０の
入口がある。この暗渠４０は左側の分割された用水路の下を潜った後に水平スクリーン３
４の下に達している。
そして水平スクリーン３４より下流側では普通の位置の水路底を有する部分３に逆流防止
用フラップゲート２８が下流の制水ゲートとして設置され、その下流部で導流壁２２，２
３が終了し用水路の分割が終了する。
この分割された用水路は、上流では導流壁２０と２１に挟まれて中央に位置し、下流では
導流壁２２と２３に挟まれてやはり中央に位置する。
さらに、左側の分割された用水路にあっては、制水ゲート２６の下流の普通の位置の水路
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底を有する部分２は、暗渠３９と４０の上を越えるためにもっとも長くなり、その後に水
路底を低くした部分１となる。
【００２４】
この水路底を低くした部分１の右側奥には低い水路底からの排水ゲート３８があり、左側
には下り壁３２があり、その下を潜った先に水平スクリーン３５がある。
そして水平スクリーン３５より下流側では普通の位置の水路底を有する部分３に逆流防止
用フラップゲート２９が下流の制水ゲートとして設置され、その下流部で導流壁２３が終
了し用水路の分割が終了する。
この分割された用水路は、上流では左岸側壁と導流壁２１に挟まれて用水路の左側に位置
しているが、下流では導流壁２３と右岸側壁に挟まれて用水路の右側に位置している。
この実施例では、用水路が左に折曲がることを利用して水路の底を低くした部分１と上流
ならびに下流の普通の位置の水路底を有する部分において、上流と下流各２組の導流壁と
２個所の暗渠を適当位置に配置することによって、３本の分割した用水路の相互の左右の
位置関係を逆転させた結果、排水ゲート３６，３７，３８の３門を用水路の右岸に集中さ
せ、かつ各排水ゲートの敷高は水路の底を低くした部分１の水路底の高さに同等とするこ
とに成功している。
【００２５】
当然、用水路が右に曲がる場合を利用すれば、排水ゲート３門を用水路の左岸に集中させ
ることができる。
そして、用水路の幅を分割する数が２の場合に比較してこの実施例では３分割しているの
で、分割した用水路１本ずつ順次除塵操作してゆく場合に発生する下流の水位低下などの
利水上の障害がより軽減される。
その上、この用水路の幅を分割する数を４または５等とすることは技術的に可能であり、
分割する数をｎとした場合、この除塵装置では、上流と下流各（ｎ－１）組の導流壁と（
ｎ－１）個所の暗渠を適当位置に配置すればよいことになる。しかし、分割数を４以上に
大きくすることは設備費が増大して得策でないことが多い。
【００２６】
またこの実施例では下流の制水ゲートに逆流防止用フラップゲート２７，２８，２９を採
用している。このフラップゲート２７，２８，２９は、用水路の側壁や導流壁２２，２３
の天端にすえつけた軸受４３によって支持された軸４２によって開閉運動するもので、対
重４１によって全体の重心が軸４２の中心より少し下流側にあり、外力が作用しなければ
、各分割された用水路を閉塞するけれど、上流から水流に押された場合には軸４２を中心
に回転し、下に開口部を開き水流を下流方向に移動させるよう構成されている。
このように下流の制水ゲートに逆流防止用フラップゲートを採用すれば、一般的なスライ
ドゲート等を設置するより経済性に優れ、操作においても、このフラップゲートは操作の
順序に応じて自動的に作動するので有利である。
【００２７】
図６は、この実施例の普通の通水状態の平面図であり、図７は普通の通水状態の最も右側
の分割された用水路の断面図である。図７においては、水に浮いて流れてきた塵芥１５は
導流壁２０の右面の暗渠３９の入口の上に位置する下り壁面３０付近に滞留し、水に混じ
って流れてきた塵芥１６は水平スクリーン３３の下面に捕捉されている。
【００２８】
また図８に示した如く中央の分割された用水路にあっては、水に浮いて流れてきた塵芥１
５は導流壁２１の右面の暗渠４０の入口の上に位置する下り壁面３１付近に滞留し、水に
混じって流れてきた塵芥１６は水平クリーン３４の下面に捕捉されている。
【００２９】
さらに、図９に示す如く左側の分割された用水路にあっては、水に浮いて流れてきた塵芥
１５は導流壁２３から連続している下り壁３２の前面に滞留し、水に混じって流れてきた
塵芥１６は水平スクリーン３５の下面に捕捉されている。
【００３０】
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図１０は左側の分割した用水路において除塵操作を実施した結果、下り壁３２の前面から
塵芥１５が消失し、水平スクリーン３５の下面から塵芥１６が消失した状態の平面図であ
る。
【００３１】
上記実施例のいずれかの用水路の除塵装置において、下流の制水ゲートの代わりに落差工
または越流堰を設置して、塵芥の排出操作時においては、用水路の下流方向から排水ゲー
トに逆流する水流を軽減するよう構成することもできる。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
この発明の用水路の除塵装置は、近年増加する水の利用のため河川の水を取水して利用す
る場所まで流してゆく用水路において、水に浮いたり混じったりして流れてくる塵芥を水
から分離するために開発されたものである。
その利用は、農業用水、水力発電所、水道など多方面である。
特にこの発明の用水路の除塵装置は、山間部や農村部で流れてくる塵芥が、落葉等、無害
な有機物である場合には、捕捉、分離した塵芥は、再び河川に戻してよいのではないかと
の発想を出発点として組立てられたものである。
【００３３】
この発明の用水路の除塵装置は精密な機械部品を水中で運転することなく、水から塵芥を
捕捉、分離するもので、設備費も安価で運転経費も少なく故障が少ないので、維持管理も
容易である。加えて除塵操作のために開閉操作するゲート（水門）の操作システムを自動
化することは容易であり、また安価である。
したがって、この発明の用水路の除塵装置の排水ゲートの下流部に広い排水用網面を有す
る大きい容積を有する塵芥捕集箱を置いて、塵芥を再び捕捉し、適宜クレーンで引上げた
塵芥捕集箱を反転して作業床面に広げて、分別作業等を安全かつ効率よく実行するよう利
用することも可能となった。
このように構成した塵芥の捕集、処分システムは全体として充分経済性ならびに耐久性に
優れたものとして提供できるのである。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】この発明の用水路の除塵装置の一実施例を示し、普通の通水状態の平面図である
。
【図２】右側の分割された用水路の普通の通水状態の断面図である。
【図３】右側の分割された用水路の除塵操作を開始した状態の断面図である。
【図４】右側の分割された用水路の排水ゲートを開き、水と一緒に塵芥を放出した状態の
断面図である。
【図５】右側の分割された用水路の除塵操作が終了し、普通の通水状態に復帰した状態の
平面図である。
【図６】この発明の用水路の除塵装置の他の実施例を示し、普通の通水状態の平面図であ
る。
【図７】右側の分割された用水路の普通の通水状態の断面図である。
【図８】中央の分割された用水路の除塵操作を開始した状態の断面図である。
【図９】左側の分割された用水路の排水ゲートを開き、水と一緒に塵芥を放出した状態の
断面図である。
【図１０】左側の分割された用水路の除塵操作が終了し、普通の通水状態に復帰した状態
の平面図である。
【符号の説明】
【００３５】
１　低くした部分
２　部分
３　部分
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４　導流壁
５　制水ゲート
６　制水ゲート
７　制水ゲート
８　制水ゲート
９　下り壁
１０　下り壁
１１　水平スクリーン
１２　水平スクリーン
１３　排水ゲート
１４　排水ゲート
１５　塵芥
１６　塵芥
２０　導流壁
２１　導流壁
２２　導流壁
２３　導流壁
２４　制水ゲート
２５　制水ゲート
２６　制水ゲート
２７　フラップゲート
２８　フラップゲート
２９　フラップゲート
３０　下り壁面
３１　下り壁面
３２　下り壁
３３　水平スクリーン
３４　水平スクリーン
３５　水平スクリーン
３６　排水ゲート
３７　排水ゲート
３８　排水ゲート
３９　暗渠
４０　暗渠
４１　対重
４２　回転軸
４３　軸受
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